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有機溶剤取扱の手引き 

 

１ 第１種、第２種、第３種有機溶剤（以下「有機溶剤」という。）についての基本的な 

考え方（有機溶剤中毒予防規則対象有機溶剤） 

    有機溶剤は皮膚、粘膜、肺から吸収され中毒や障害を引き起こす等、健康に及ぼす影 

響が大きいのでできるだけ所有しないようにする。（毒性の少ない代替物質がある場合 

は、高価でも代替物質を使用する。） 

    少量の有機溶剤を使用する研究室・実験室は労働基準監督署長の有機溶剤中毒予防規 

則適用除外認定を受けること。 

    有機溶剤を使用する場合は、できるだけドラフトチャンバー等の排気装置の中で、で 

きるだけ少量使用する。また、回収できる場合には必ず回収すること。 

    排気装置がない場所で使用しなければならない場合は、換気設備を作動させたりドア 

や窓を開放したりして、空気の流通を良くした状態で使用する。密閉された小さな部屋 

では有機溶剤をしないこと。 

  一定量以上の有機溶剤を室内で使用する場合には、「排気装置の設置」、「年２回の

特殊健康診断」、「年２回の作業環境測定」などが有機溶剤中毒予防規則によって義務

つけられている。 

 

２ 有機溶剤使用に関する注意事項 

  １）登録 

      有機溶剤を使用又は使用予定の者は、使用する有機溶剤名を校長に届け出るものと  

する。 

      登録者は、使用している有機溶剤全般について説明する責任を負い、有機溶剤の廃  

棄に至るまで、誠実に自己の責任において使用するものとする。 

 

 ２）管理 

   有機溶剤は、各研究室等の薬品庫に保管し、各登録者が責任を持って管理するもの  

とする。 

 

 ３）使用 

      １日の使用量が常態として下記の許容消費量を超えない場合は換気に注意して各研  

究室・実験室で使用して良い。この場合、労働基準監督署長の認定を受ければ、特殊  

健康診断、作業環境測定等の義務が適用されない。 

   各研究室・実験室で使用する場合、薬品管理システムにより、保管及び使用状況を

明確にしなければならない。 

    （許容消費量） 

       第１種有機溶剤  Ｗ ＝ １／１５ × Ａ ＝  ５グラム  

        第２種有機溶剤    Ｗ ＝ ２／５    × Ａ ＝ ３０グラム 

        第３種有機溶剤  Ｗ ＝ ３／２  × Ａ ＝１１２グラム    

            Ｗ・・・・・・許容消費量 グラム 
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            Ａ・・・・・・作業上の気積 立方メートル 

        （１５０立方メートルを超える場合は、１５０立方メートルとする） 

      ※5g、30g、112g の数字（許容消費量）は、Ａ＝７５立方メートルとして計算し     

た場合 

 

      臨時の使用で、１日の使用量が上記の値を超える可能性がある場合は、ドラフトチ  

ャンバーの中で使用するか、屋外で使用すること。 

 

  ４）報告 

      登録者は、毎年度末での有機溶剤の保有量を校長に報告するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 3 -

別紙１ 

有機溶剤の種類 

 

一 第１種有機溶剤 

  １ クロロホルム 

  ２ 四塩化炭素 

  ３ １,２‐ジクロロエタン 

  ４ １,２‐ジクロロエチレン 

  ５ １,１,２,２‐テトラクロルエタン 

  ６ 二硫化炭素 

 

二 第２種有機溶剤 

  １ アセトン 

  ２ イソブチルアルコール 

  ３ イソプロピルアルコール 

  ４ イソペンチルアルコール（別名イソアミルアルコール） 

  ５ エチルエーテル 

 ６ エチレングリコールモノエチルエーテル（別名セロソブル） 

 ７ エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート（別名セロソルブアセテート）  
８ エチレングリコールモノブチルエーテル（別名ブチルセロソブル） 

 ９ エチレングリコールモノメチルエーテル（別名メチルセロソブル） 

  １０ オルト‐ジクロルベンゼン 

  １１ キシレン 

  １２ クレゾール 

  １３ クロルベンゼン 

  １４ 酢酸イソブチル 

  １５ 酢酸イソプロピル 

  １６ 酢酸イソペンチル（別名酢酸イソアミル） 

  １７ 酢酸エチル 

  １８ 酢酸ノルマル‐ブチル 

  １９ 酢酸ノルマル‐プロピル 

  ２０ 酢酸ノルマル‐ペンチル（別名酢酸ノルマル‐アミル） 

  ２１ 酢酸メチル 

  ２２ シクロヘキサノール 

  ２３ シクロヘキサノン 

  ２４ １,４‐ジオキサン 

  ２５ ジクロルメタン 

  ２６ Ｎ,Ｎ‐ジメチルホルムアミド 

  ２７ スチレン 

  ２８ テトラクロルエチレン 
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  ２９ テトラヒドロフラン 

  ３０ １,１,１‐トリクロルエタン 

  ３１ トルエン 

  ３２ ノルマルヘキサン 

  ３３ １‐ブタノール 

  ３４ ２‐ブタノール 

  ３５ メタノール 

  ３６ メチルイソブチルケトン 

  ３７ メチルエチルケトン 

  ３８ メチルシクロヘキサノール 

  ４０ メチルノルマルブチルケトン 

 

三 第３種有機溶剤 

 １ ガソリン 

  ２ コールタールナフサ 

  ３ 石油エーテル 

  ４ 石油ナフサ 

  ５ 石油ベンジン 

  ６ テレピン油 

  ７ ミネラルスピリット 


